
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県障がい者支援課 

１３ 自立支援医療（更生医療） 

令和８年度 
市町村障がい保健福祉担当者研修会資料 



1 更生医療の基本事項  
 

１）定義 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第５条第２２項) 
 

障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会

生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。 
 

 

２）更生医療の対象者 
 

 

身体障害者手帳を有している１８歳以上の者 
             （１８歳未満については育成医療） 

 

 

３）対象となる医療  
 

① 当該障害（身体障害者手帳に記載されている障害原因と因果関係があるもの）に 

対し確実なる治療効果が期待されるものに限られます。 
 

② 他の法令等に基づく他の趣旨の医療により治療される部分については、対象になりません。 
 

③ 内臓の障害によるものについては手術により障害の除去又は軽減が見込まれるものに限

られます。ただし、じん臓機能障害に対する人工透析療法・じん移植術後の抗免疫療法・

小腸機能障害に対する中心静脈栄養法・心臓機能障害に対する心移植後の抗免疫療法及び

肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても

対象となります。 

 
 

《更生医療の対象となる医療の参考例》 
 

    障害区分等         医 療 等 の 例 

   肢体不自由  人工関節置換術・骨切り術など 

   視 覚 障 害  角膜移植術・水晶体摘出術など  

   聴 覚 障 害  人工内耳埋込み術・鼓室形成術など 

音声、言語、そしゃく

機能障害 

 顎口蓋形成術など  

 

内

 

臓

 

障

 

害 

  

じん臓機能障害 

 

 人工透析療法・腹膜透析（CAPD） 

シャント作成術、じん移植術 

じん移植後の抗免疫療法など 

 心臓機能障害 

要手術 

 弁置換術・経皮的冠動脈形成術 

ペースメーカ植込み術 など 

 小腸機能障害  中心静脈栄養法など 

肝臓機能障害 肝移植術・肝移植術後の抗免疫療法 

   免疫機能障害  抗HIV療法・免疫調整療法 

  訪 問 看 護 腹膜透析の管理・指導、中心静脈栄養の管

理・指導、ストマの装着状況の指導など 

左の表はあくまで参考

です。医療等の例に該当

するからといって、必ず

しも更生医療の対象に

なるわけではありませ

ん。障がいとの関連性や

個々の状況に応じて給

付の対象になるかどう

か、専門医が判定し、給

付の可否が決まります。

また、医療内容は同じで

あっても個々のケース

により更生医療の対象

となるかどうか異なる

ため、適応の可否につい

て事前の回答はできま

せん。 
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４）支給対象となる更生医療の内容 
 

   ①診察           ②薬剤または治療材料の支給      ③医学的処置、手術及び 

                              その他の治療並びに施術 

 

 

                               

                    

（治療材料は医療保険適用の 

最小限の治療用材料及び     （施術はマッサージのみ） 

治療用装具に限る）              

 

 ④居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話、その他の看護－訪問看護 

 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護 

 

 ⑥移送－緊急やむを得ない理由で医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院さ

せた場合で、医療保険により給付を受けることができない者の移送に

限る。また、家族が行った移送等の経費は認められない。 

 

 

５）給付手続きの流れ（熊本市内居住者に対する給付を除く） 

 

 
⑪ 審   査 

                                   

診療報酬審査委員会                       熊本県知事 

⑫ 決定通知 

 

⑧   ⑬           ⑨       ⑩                  支     ⑭ 

診  支               概      概                払     審 

療  払                   算        算          委     査      

報  い                     請       支        託     済 

酬                           求         払      の       明 

請                                                        委       細     

求                                                             任       書 

     ⑤ 受給者証提示  

                                   ① 申 請                           

              ⑥ 診     察              

医療機関                         申 請 者    ④ 受給者証交付     市 町 村 

                        

          ⑦ 自己負担金支払い 

③ 判定   ② 判定依頼 

                                                                      

                                                 熊本県福祉総合相談所) 

1-2



「 重度かつ継続」の範囲
○疾病 、 症状 等から 対 象と なる 者

[ 更 生 ・ 育 成 ]  腎 臓 機 能 ・ 小 腸 機 能 ・ 免 疫 機 能 ・ 心 臓 機 能 障 害 ( 心 臓 移 植 後 の 抗 免 疫 療 法 に 限 る ) ・ 肝 臓 の機 能 障 害 ( 肝 臓 移 植 後 の 抗 免 疫 療 法 に 限 る ) の 者
[ 精 神 通 院 ]    ① 統 合 失 調 症 、 躁う つ 病 ・ う つ 病 、 てん か ん 、 認 知 症 等 の 脳 機 能 障 害 、 薬 物 関 連 障 害 （ 依 存 症 等 ） の 者

② 精 神 医 療 に 一 定 以 上 の 経 験 を 有 す る 医 師 が 判 断 した 者

○疾病 等に関 わ らず 、 高 額な 費 用負 担 が継 続 す るこ とか ら対 象 となる 者
[ 更 生 ・ 育 成 ・ 精神 通 院 ] 医 療 保 険 の 多 数 回 該 当 の 者

負担上限月額の経過的 特例措置 ※ 上 記 の 太 枠 部 分

育 成 医 療 の 中 間 所 得 １ ， ２ 及 び 「 重度 か つ 継 続 」 の 一 定 所 得 以 上 の 負 担 上 限 月 額 に つ い て は 、 令 和 ６年 ３月 ３ １ 日 ま で の 経 過 的 特 例 措 置

自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

一定所得以上

中 間 所 得 ２

中 間 所 得 １

低 所 得 ２

低 所 得 １

生 活 保 護

① 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担上限額を設定。（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない（重度かつ継続）者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。

市町村民税非課税（低所得１を除く）

市町村民税非課税（本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)

生活保護世帯

市町村民税 33,000円未満（年収約290～400万円未満）

市町村民税 33,000円以上235,000円未満（年収：約400～833万円未満）

市町村民税 235,000円以上（年収約833万円以上）

０円

２，５００円

５，０００円

５，０００円 ５，０００円

１０，０００円 １０，０００円

２０，０００円対 象 外 対 象 外

更生医療・
精神通院医療

育成医療 重度かつ継続

総医療費の１割
又は高額療養費
（医療保険）の

自己負担限度額

所得区分（医療保険の世帯単位）

【自己負担上限月額】

医療保険（７割）
自立支援医療費

（月額医療費－医療保険－患者負担）
患者負担

（１割又は負担上限額）

【月額医療費の負担イメージ】 ＊医療保険加入者（生活保護世帯を除く）

＊年収については、夫婦＋障害者である子の３人世帯の粗い試算
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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条

第一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわ

たり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるもの 

(平成十八年三月二十八日) 

(厚生労働省告示第百五十八号) 

障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第三十五条第一項第一号の規定に基づ

き、障害者自立支援法施行令第三十五条第一項第一号の支給認定に係る自立支援医療につ

いて費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が

定めるものを次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条第

一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継

続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるもの 

(平二四厚労告二〇五・平二五厚労告六・改称) 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令

第十号。以下「令」という。)第三十五条第一号の支給認定に係る自立支援医療について

費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定め

るものは、次の各号に掲げる者とする。 

一 指定自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平

成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十八条第一項に規定する指定自

立支援医療をいう。以下同じ。)のあった月に、支給認定(法第五十二条第一項に規定す

る支給認定をいう。)に係る障害者又は障害児及び支給認定基準世帯員(令第二十九条第

一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)に対し、指定自立支援医療のあった月以

前の十二月以内に高額療養費多数回該当の場合(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二

百四十三号)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)、国家公務員共済組

合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令

第三百六十二号)、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)

又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の規定(他

の法令によって準用する場合を含む。)による高額療養費多数回該当の場合をいう。)に

該当すべき者 
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二 自立支援医療の種類ごとに次の表に掲げる者 

育成医療(令第一条第一

号に規定する育成医療を

いう。)及び更生医療(同

条第二号に規定する更生

医療をいう。) 

心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、腎臓

機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗

免疫療法に限る。)又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫

機能障害を有する者 

精神通院医療(令第一条

第三号に規定する精神通

院医療をいう。) 

疾病及び関連保健問題の国際統計分類(世界保健機関が世

界保健機関憲章(昭和二十六年条約第一号)第二条(s)及び

(t)に基づき作成する分類をいう。)の第五章中 F0、F1、

F2 若しくは F3 に分類される者若しくは第六章中 G40 に分

類される者又は三年以上の精神医療の経験を有する医師

により、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示

すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療

(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的

に要すると判断された者 

 

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一六一号) 抄 

平成二十年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二三二号) 抄 

平成二十一年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二二年一月一四日厚生労働省告示第一号) 抄 

平成二十二年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄 

平成二十五年四月一日から適用する。 
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自立支援医療（更生医療）における「世帯」について  

基本形＝医療保険単位による「世帯」 
 

○ 「世帯」の単位については、住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定する。 

○ 医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取り扱う。 
 

 
 

＜左図の例＞ 

○ 健康保険に加入するＡ氏とＢ氏からなる「世帯」と、国民健康保険に加入する

Ｃ氏からなる「世帯」に２分される。 

○ 税制上はＣ氏がＢ氏を扶養親族としている場合であっても、医療保険の加入関

係が異なるので、Ｃ氏とＢ氏は別の「世帯」。 
 

 

選択肢 
 

 同じ「世帯」内の誰もが、税制上も医療保険上も障害者本人を扶養しないこととした場合には、障害者本人とその配偶者の所得によって

判断することを選択可能 
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障精発０１２２第１号 
令 和 ８ 年 １ 月 ２ ２ 日 

 
 

都道府県   
各  指定都市  障害保健福祉主管部（局）長 殿 

中 核 市   
 
 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 
障害保健福祉部精神・障害保健課長 
（  公  印  省  略  ） 

 
 
自立支援医療制度と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る更生医療における

自立支援医療費の審査及び支給等に関する会計検査院の是正及び是正改善の処

置要求等への対応について 
 
 

標記について、「会計検査院からの是正及び是正改善の処置要求等につい

て」（令和７年 10 月 17 日事務連絡）（別添１）において周知したとおり、会計

検査院法第 34条及び第 36条の規定に基づき是正及び是正改善の処置要求等が

なされているところである。 

都道府県及び更生医療の実施主体である市町村におかれては、下記１のとお

り対応をお願いする。また、下記２から４までについて、別紙を参照の上、是

正改善に対応いただくとともに、再発防止への積極的な取組や、制度の運用に

あたり十分な確認体制の構築をお願いしたい。 

各都道府県におかれては、当該通知の内容について、管内の実施主体に対し

て周知し、指定自立支援医療機関に対しては、当該通知の内容とともに、自立

支援医療制度と医療保険の特定疾病制度の併用者（以下「特定疾病併用者」と

いう。）に対する請求の適正化について周知いただきたい。 
  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 
精神・障害保健課自立支援医療係 
TEL：03-5253-1111（内 3057） 
E-mail：jiritsuiryou@mhlw.go.jp 
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１．過大に支給されていた自立支援医療費の返還等について 

（１） 「自立支援医療制度と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る更生医

療における自立支援医療費の審査及び支給等について」（令和 7 年 10 月

14 日７検第 201 号）（以下「会計検査院指摘」という。）において指摘を

受けた 13 府県 111 実施主体は、指摘の対象となった令和５年度障害者

医療費国庫負担金の実績額を精査の上、過大に支給されていた額につい

て、過誤調整を行うなどして速やかに返還等の措置を講じること。 

（２） 会計検査院指摘において、特定疾病併用者であった場合の自立支援医

療費と実際に支給された自立支援医療費との開差額が生じていたもの

として指摘を受けた９府県 20 事業主体は必ずしも返還等の措置を求め

るものではないが、自主的な点検等により過大に支給されていたことが

判明した場合は返還等の対応を行うこと。 

（３） 会計検査院指摘の事案に限らず全ての実施主体においては、必要に応

じて自主的な点検を実施し、過大に支給されていたことが判明した場合

は返還等の対応を行うこと。また、同様の事態が発生することがないよ

う下記２を参照のうえ、制度の運用にあたり十分な確認体制を構築する

こと。 

 

２．実施主体に対する継続的な周知、適正審査の徹底について 

（１） 各都道府県は実施主体に対して①及び②を継続的に周知することによ

り、適正に審査を行うよう徹底を図ること。 

① 特定疾病併用者に係る自立支援医療の制度、審査を行う必要性、審

査方法等について継続的な周知を行うこと。周知に際して、制度の内

容や必要性は「自立支援医療と医療保険の特定疾病制度の併用者に係

る障害者医療費国庫負担金の算定に関する会計検査院の是正改善の

処置要求への対応について」（平成 27 年４月 24 日障精発 0424 第１

号）別紙の１及び２（別添２）を参照すること。 

また、具体的な審査方法や確認事項等については、「医療保険の特定

疾病療養受療と自立支援医療を併用する者の自己負担について」（平

成 18 年６月 13 日障精発第 0613001 号）（別添３）、「会計検査院の是

正改善の処置要求への具体的対応について」（平成 27 年４月 24 日事

務連絡）（別添４）を参照すること。 

（ 別 紙 ） 
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    ② 人工透析患者の自立支援医療費の支給認定申請に当たっては、以

下の対応を実施するよう継続的に周知すること。 

・申請者が特定疾病制度の認定を受けている場合は、特定疾病療養受

療証の写しを必ず提出させ、指定自立支援医療機関を受診する際に

も必ず提示するよう申請者へ説明する。 

・申請者が特定疾病制度の認定を受けておらず、特定疾病併用者とな

りうる者の場合は、自立支援医療制度の趣旨を説明し、特定疾病制

度の申請をするよう働きかけ、適正な運用がなされるよう徹底を図

る。 

（２） 自立支援医療受給者証と特定疾病療養受療証とを一体として携行でき

るような工夫（※）をすることなどにより、特定疾病併用者の利便性を図

ることができるよう配慮すること。 

   ※例えば、自立支援医療受給者証と特定疾病療養受療証を紙で発行する場合、双方

をホチキスで留める等。 

 

３．適正かつ効率的に審査可能な体制の整備について 

システムの一層の活用を図るため、障害者福祉システム標準仕様書【第 5.0

版】（令和７年８月 29 日改定）において、機能要件に特定疾病制度の点検項目

を追加する改正を行った。 

実施主体においては、当該システムの活用により、適正かつ効率的に審査を

行うことができるよう体制を整備すること。 

 

障害者福祉システム標準仕様書【第 5.0 版】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20807.html 

 
４．指定自立支援医療機関における適正な請求への対応について 
  実施主体と指定自立支援医療機関の間で特定疾病療養受療証の有無を含む

自立支援医療費の支給認定に係る情報を共有していない事態は適切ではない

との指摘があったことから、指定自立支援医療機関が自立支援医療費を適正

に請求することができるよう、実施主体と指定自立支援医療機関の間で情報

を共有する取組を実施すること。 
  なお、実施方法の対応例を以下でお示しするが、例示の対応に限らず、実施

主体の実情を踏まえて対応いただきたい。 
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＜対応例＞ 
支給認定（更新）の際等に、指定自立支援医療機関への情報共有について、

あらかじめ受給者本人の同意を得た上で、以下のような取組を実施する。 
 ・指定自立支援医療機関から特定疾病療養受療証に係る照会が実施主体にな

された場合、必要な情報を速やかに指定自立支援医療機関へ提供する。 
・特定疾病療養受療証の有無を含む情報をあらかじめ指定自立支援医療機関

へ提供し、情報共有する。 
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事 務 連 絡 
令和７年 10 月 17 日 

 
 

各都道府県  
自立支援医療（更生医療）担当課（室） 御中 

 
 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 
障害保健福祉部精神・障害保健課 

 
 

会計検査院からの是正及び是正改善の処置要求等について 
 
 

今般、自立支援医療と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る障害者医療費

国庫負担金の算定について、会計検査院より会計検査院法第３４条及び第３６

条の規定により、是正及び是正改善の処置要求等があり、会計検査院長から厚

生労働大臣に対して、別添のとおり送付がありましたので、情報提供いたしま

す。なお、是正及び是正改善の処置要求等に関する具体的な対応等について

は、改めて通知の発出等を行う予定ですが、過大となっている国庫負担金は返

還等の措置を講ずることとなりますので、該当する府県においては実施主体等

と調整し、適宜対応を進めてください。 
また、各都道府県担当者におかれましては、更生医療の実施主体である管内

市町村に対し、本事務連絡の内容について情報提供いただきますようお願いい

たします。 
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障精発０４２４第１号 
平成２７年４月２４日 

 
都道府県 

各  指定都市  障害保健福祉主管部（局）長 殿 
中 核 市 

 
 

厚生労働省社会・援護局 
                   障害保健福祉部精神・障害保健課長 

（ 公 印 省 略 ） 
 
 
 

自立支援医療と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る障害者医療費国庫 
負担金の算定に関する会計検査院の是正改善の処置要求への対応について 

 
 
 この度、会計検査院から厚生労働省に対して、「自立支援医療と医療保険の特定疾病制度

の併用者に係る障害者医療費国庫負担金の算定について」（平成２６年１０月１７日２６検

第５１３号）のとおり指摘があり、会計検査院法第３４条の規定に基づき是正改善の処置

要求がなされているところである。 
実施主体においては、別紙を参照の上、制度の運用に当たり十分な確認体制の構築をお

願いしたい。 
また、各都道府県におかれては、当該通知の内容について、管内の実施主体に対する周

知をお願いするとともに、実施主体向けの定期的な研修会を開催する等、再発防止に向け

た取組を積極的に実施するようお願いしたい。 
さらに、指定自立支援医療機関に対しては、自立支援医療と医療保険の特定疾病療養受

療の併用者に対する請求事務が適正なものとなるよう留意する旨、周知するとともに、貴

管内の医師会及び薬剤師会等の関係機関に対しても、併せて周知方につき配慮されたい。 
 なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規

定に基づく技術的助言であることを申し添える。 
  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 
精神・障害保健課自立支援医療係 
TEL：03-5253-1111（内 3057） 
E-mail:jiritsuiryou@mhlw.go.jp 

3-24

mailto:jiritsuiryou@mhlw.go.jp


別紙 
 
１ 自立支援医療制度の内容について 

自立支援医療制度は医療保険優先の仕組みであり、医療保険適用後の自己負担を軽減

する制度のため、まずは、医療保険における特定疾病療養受療の制度を適用し、加えて、

自立支援医療による自己負担限度額が１万円（注）より低い場合に、更に自己負担の軽減

を図るものである。そのため、自立支援医療による公費負担は、１万円と自立支援医療

による自己負担限度額の差となる。 

 なお、具体的な自立支援医療の自己負担上限額ごとのケースについては、別添「医療

保険の特定疾病療養受療と自立支援医療を併用する者の自己負担について」（平成１８

年６月１３日障精発第0613001号）の別添１及び２を参照のこと。 
（注）高額療養費制度の特例により自己負担限度額が１万円とされている（標準報酬月額等が所定額以上

の被保険者で７０歳未満の者については２万円）。 

 

２．実施主体における自立支援医療と特定疾病療養受療の併用者にかかる確認について 

（１）確認の必要性について 

「１」に記載のとおり、自立支援医療制度は医療保険が優先される仕組みであり、

特定疾病療養受療の併用者に関し、自己負担額及び公費負担額を適正に算定する必要

がある。 

こうした中で、審査支払機関においては、公費負担額及び自己負担額が適正か否か

についての審査は行っていない。そのため、実施主体においては、審査支払機関から

提供される連名簿等を活用し、自立支援医療制度に則った適正な請求であるかの確認

を必ず行うこと。 

（２）申請受付時等における確認について 

「自立支援医療費の支給認定について」（平成１８年３月３日障発第0303002号）の

「別紙２の第３の１」等により、「腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合について

は、特定疾病療養受療証の写しを添付の上、市町村長あて申請させること」としてお

り、また、「自立支援医療費受給者証に特定疾病療養受療証の有無を記載すること」と

している。実施主体においては、これを踏まえ、申請受付時に特定疾病療養の対象者

かどうかを確認することが重要である。 

（３）具体的な確認事項について 
   別途事務連絡により、お知らせするので参考にすること。 
 
３ 今後の対応について 
  今回の指摘事項を踏まえ、各都道府県においては、自立支援医療に係る連絡会議等の

場を活用するなど、実施主体や指定自立支援医療機関等に対し、改めて制度の内容等に

ついて周知を行うほか、定期的な研修会の開催や事務処理マニュアルの配布及び随時の

更新等により、恒常的に制度の周知徹底を図るなど、より適切な対応が図られるよう、

地域の実情に応じた積極的な取組を図られたい。 
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（別添） 
障 精 発 第 0613001 号 

                                                          平 成１８年 ６月１３日 
 

（最終改正 障精発第０３３０第１号 平成２４年３月３０日） 

 
   都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 
   中 核 市 
 

厚生労働省社会･援護局 
障害保健福祉部精神･障害保健課長  

 
 

医療保険の特定疾病療養受療と自立支援医療を併用する者の自己負担について 
 
 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく自立支援医療費については、

自立支援医療に要した費用のうち支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他

の事情をしん酌した額を控除して得た額（当該しん酌した額が自立支援医療に要した費用

の１００分の１０に相当する額を超える場合には、１００分の１０に相当する額）から、

医療保険等から給付される額を差し引いた額（別添１参照）を指定自立支援医療機関に支

払う制度となっているところである。 

しかしながら、今般、自立支援医療制度と医療保険の高額療養費の併給関係について、

指定自立支援医療機関における取扱いが不明瞭となっている事例が見受けられたため、下

記事項に留意の上、関係機関へ周知するとともに、自立支援医療費の適正な給付方に配慮

を願いたい。 

 

記 

 

１．指定自立支援医療機関における自己負担の徴収について 

自立支援医療の受給者から、自己負担として、受給者が負担すべき額を医療機関窓口

において徴収することとしているところである。 

このため、通院患者については、受給者が負担すべき負担限度額に達するまで、受診

毎に当該受診に係る医療費の１００分の１０相当額を限度として徴収することとなる。 

その結果、特定疾病療養受療の認定者（医療保険上の高額療養費の自己負担限度額は、

１診療報酬明細書あたり１万円）に対しての自己負担については、①１月あたりの負担

額、②当該月の自立支援医療に係る医療費の１００分の１０相当額の合計額、③高額療

養費の自己負担限度額（１万円）のいずれか一番低い額が徴収額となる。具体的な例に

ついては別添２を参照すること。 

 

２．都道府県等における連名簿等の審査について 

診療報酬の審査を委託している社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合

会においては、自己負担が適正に徴収されているかどうかの審査は行われないため、都

道府県等における自立支援医療に係る診療報酬の額の決定に際しての連名簿等の確認に

より、１による取扱いを行っていない場合は、指定自立支援医療機関あてに返戻又は過

誤調整を行うよう連絡する、又は、審査支払機関に過誤調整を依頼するなど、関係機関

と連携しつつ、自立支援医療費の適正な給付を図ること。 
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別添１

　ケース１
・健康保険　３割負担
・月額総医療費　４万円
・自己負担上限月額　５千円

障害者自立支援法第５８条に基づく給付対象額

× ＝ ・・・Ａ

障害者自立支援法第７条に基づき自立支援給付を行わない額(保険による給付額)

× ＝ ・・・Ｂ

自立支援医療費として給付する額(Ａ－Ｂ)

－ ＝

　ケース２
・特定疾病療養受療の認定者
・月額総医療費　２０万円
・自己負担上限月額　５千円

障害者自立支援法第５８条に基づく給付対象額

＞

－ ＝ ・・・Ａ

障害者自立支援法第７条に基づき自立支援給付を行わない額(保険による給付額)

＞

－ ＝ ・・・Ｂ

自立支援医療費として給付する額(Ａ－Ｂ)

－ ＝１９５，０００円 １９０，０００円 　５，０００円

高額療養費の自己負担限度額

１０，０００円
月額総医療費の３割

６０，０００円

５，０００円 １９５，０００円

保険給付

１９万円
（７割給付　１４万円　＋　高額療養費　５万円）

月額総医療費の１割
２０，０００円

自己負担上限月額
５，０００円

月額総医療費

月額総医療費
２０万円

１９０，０００円

Ａ Ｂ

自己負担上限月額

月額総医療費 高額療養費の自己負担限度額

２００，０００円 １０，０００円

２００，０００円

４０，０００円 ７０／１００ ２８，０００円

３６，０００円 ２８，０００円
ＢＡ

　８，０００円

月額総医療費
４０，０００円

自立支援医療の給付率
９０／１００ ３６，０００円

月額総医療費 保険の給付率

自立支援医療費の給付額の算定例

負　担
自　己

４千円

自立支援医療費

８千円

保険給付

２万８千円

月額総医療費
４万円

自立支援医療費

５千円

自己負担

５千円
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別添２

　ケース１
Ａ指定自立支援医療機関窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，３０８点 ２，３１０円 ２，３１０円 ２，３１０円 ２，３１０円
４月　７日(金) ４，５２３点 １９０円 ２，６９０円 ４，５２０円 ４，５２０円
４月１１日(火) ２，３０８点 ０円 ０円 ２，３１０円 ２，３１０円
４月１５日(土) ２，３０８点 ０円 ０円 ８６０円 ８６０円
４月１９日(水) ４，５２３点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２３日(日) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円

２，５００円 ５，０００円 １０，０００円 １０，０００円

　ケース２
Ａ指定自立支援医療機関窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ４，５２３点 ２，５００円 ４，５２０円 ４，５２０円 ４，５２０円
４月　７日(金) ２，６０８点 ０円 　４８０円 ２，６１０円 ２，６１０円
４月１１日(火) ２，３０８点 ０円 ０円 ２，３１０円 ２，３１０円
４月１５日(土) ４，５２３点 ０円 ０円 ５６０円 ５６０円
４月１９日(水) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２３日(日) ２，３０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ４，５２３点 ０円 ０円 ０円 ０円

２，５００円 ５，０００円 １０，０００円 １０，０００円

受診日(期間) 医療費(点数)

４月分の自己負担徴収額計

１　通院であって、院内処方かつ訪問看護を利用していない受給者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(月の当初から自立支援医療の認定を受けている方)

自己負担徴収額

受診日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

特定疾病療養受療の認定者からの自立支援医療の自己負担の徴収例
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　ケース１
Ａ指定自立支援医療機関(病院・診療所)窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，３０８点 ２，３１０円 ２，３１０円 ２，３１０円 ２，３１０円
４月　７日(金) ２，６０８点 １９０円 ２，６１０円 ２，６１０円 ２，６１０円
４月１１日(火) ２，３７９点 ０円 ０円 ２，３８０円 ２，３８０円
４月１５日(土) ２，３０８点 ０円 ０円 ４８０円 ２，３１０円
４月１９日(水) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ３９０円
４月２３日(日) ２，６７９点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円

２，５００円 ４，９２０円 　７，７８０円 １０，０００円

Ｂ指定自立支援医療機関（薬局）窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月７日(金) ２，２１５点 ０円 ８０円 ２，２２０円 ２，２２０円
４月２０日(木) ２，２１５点 ０円 ０円 ０円 ２，２２０円

０円 ８０円 ２，２２０円 ４，４４０円

　ケース２
Ａ指定自立支援医療機関(病院・診療所)窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，３７９点 ２，３８０円 ２，３８０円 ２，３８０円 ２，３８０円
４月　７日(金) ２，６０８点 ０円 　４００円 ２，６１０円 ２，６１０円
４月１１日(火) ２，３０８点 ０円 ０円 ２，３１０円 ２，３１０円
４月１５日(土) ２，３７９点 ０円 ０円 ４８０円 ２，３８０円
４月１９日(水) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ３２０円
４月２３日(日) ２，３０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ２，６７９点 ０円 ０円 ０円 ０円

２，３８０円 ２，７８０円 ７，７８０円 １０，０００円

Ｂ指定自立支援医療機関（薬局）窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，２１５点 １２０円 ２，２２０円 ２，２２０円 ２，２２０円
４月１５日(土) ２，２１５点 ０円 ０円 ０円 ２，２２０円
４月２８日(金) ２，２１５点 ０円 ０円 ０円 ２，２２０円

１２０円 ２，２２０円 ２，２２０円 ６，６６０円

注）

医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

調剤日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

２　通院であって、院外処方かつ訪問看護を利用していない受給者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(月の当初から自立支援医療の認定を受けている方)

受診日(期間)

４月分の自己負担徴収額計

調剤日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

受診日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

　病院・診療所と薬局間での負担上限月額の管理については、受給者に交付されている自己負担
上限額管理表により行うこと。
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　ケース１（院内処方かつ訪問看護を利用していない受給者であって、４月５日に承認を受けた場合）
Ａ指定自立支援医療機関窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，３０８点 ６，９２０円 ６，９２０円 ６，９２０円 ６，９２０円
４月　７日(金) ４，５２３点 ２，５００円 ３，０８０円 ３，０８０円 ３，０８０円
４月１１日(火) ２，３０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月１５日(土) ２，３０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月１９日(水) ４，５２３点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２３日(日) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円

９，４２０円 １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円

　ケース２（院外処方かつ訪問看護を利用していない受給者であって、４月５日に承認を受けた場合）
Ａ指定自立支援医療機関(病院・診療所)窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，３７９点 ７，１４０円 ７，１４０円 ７，１４０円 ７，１４０円
４月　７日(金) ２，６０８点 ２，５００円 　２，６１０円 ２，６１０円 ２，６１０円
４月１１日(火) ２，３０８点 ０円 ２５０円 ２５０円 ２５０円
４月１５日(土) ２，３７９点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月１９日(水) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２３日(日) ２，３０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ２，６７９点 ０円 ０円 ０円 ０円

９，６４０円 １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円

Ｂ指定自立支援医療機関（薬局）窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(火) ２，２１５点 ６，６５０円 ６，６５０円 ６，６５０円 ６，６５０円
４月１５日(土) ２，２１５点 ０円 ２，１４０円 ２，２２０円 ２，２２０円
４月２８日(金) ２，２１５点 ０円 ０円 １，１３０円 １，１３０円

６，６５０円 ８，７９０円 １０，０００円 １０，０００円

注） 斜体文字 は、自立支援医療の対象とならない部分である。

３　通院であって、手続きの関係により月の途中から自立支援医療の認定を受けている場合

受診日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

調剤日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

受診日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計
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事 務 連 絡 
平成２７年４月２４日 

 
 

都道府県 
各  指定都市  障害保健福祉主管部（局） 

中 核 市      更生医療担当 御中 
 
 

厚生労働省社会・援護局 
                    障害保健福祉部精神・障害保健課 
 
 
 

会計検査院の是正改善の処置要求への具体的対応について 
 
 
標記については、「自立支援医療と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る障害者医療

費国庫負担金の算定に関する会計検査院の是正改善の処置要求への対応について」（平成 

２７年４月２４日障精発０４２４第１号）により通知しているところですが、具体的な確

認事項等を下記のとおり整理しましたので、今後の対応の参考として下さい。 
 

記 
 
１． 実施主体における確認事項等について 
（１）自立支援医療申請受付時における確認 

自立支援医療の申請受付時（再認定時を含む。）において、自立支援医療と医療保険

の特定疾病制度の併用者については、特に 
① 特定疾病療養受療証の有無 
② 特定疾病療養受療証の有効期間 
③ 特定疾病療養に係る自己負担限度額 

の確認をお願いします。 
また、①～③は、後日、連名簿等の審査にも必要であることから、実施主体におい

て台帳等への記録を行うなど、対象者の把握等に漏れのないよう留意して下さい。 
 

（２）連名簿等における確認 
実施主体においては、審査支払機関から提供のあった連名簿等により、以下の事項

について自立支援医療制度に則った適正な請求であるかの確認をお願いします。 

・生年月日 

・自立支援医療の認定期間 
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・自立支援医療に係る負担上限月額 

・指定医療機関名(コード) 

・特定疾病療養受療証の有無 

・特定疾病療養受療証の有効期間 

・特定疾病の限度額が１万円か２万円か 等 

また、連名簿を用いた確認方法の例については、別紙を参照して下さい。 
 

特に特定疾病制度の併用者に関して連名簿等の審査を行う事項 

事項 審査内容 審査方法 

資格 自立支援医療の認定期間において、特

定疾病療養受療証は有効かどうか。 

自立支援医療の認定期間と特定疾病療

養受療証の有効期間とを突合する。 

公費負担額 １請求当り公費負担額等計（患者負担

額＋公費負担額）≦１万円（上位所得

者は２万円。以下同様。）となってい

るか。 

受療証の自己負担限度額（１万円又は

２万円）と個々の請求ごとの「患者負

担額＋公費負担額」とを突合する。 

公費負担額等計（患者負担額＋公費負

担額）が１万円を下回る場合は①医療

保険の被保険者負担割合又は②医療

費の１割に相当する額となっている

か。 

「患者負担額＋公費負担額」と①受給

者の加入保険、年齢、所得等に基づく

被保険者負担割合から算定される額又

は②総医療費の１割に相当する額とを

突合する。 

 
 

２．具体的な取組好事例 

（例１） 

審査を手作業で行うと審査漏れの可能性が高くなり、事務効率も悪いことから、遺漏

なく効率的に審査を実施するため、連名簿を電子データで入手し、既存のシステムに取

込みが可能であれば取込み、また、システムがない場合でもエクセル等のファイル形式

で取込みを行うなどにより、受給者データと連名簿等の突合を電子データにより行い、

効率的に審査を行う体制を整備した。 

 

（例２） 

病院又は診療所が発行する院外処方箋にマル長※である旨の記載がされていないため

に、調剤薬局においてマル長での保険請求がなされなかったものがあると考えられるこ

とから、関係者の了解を得て、病院及び診療所において、マル長対象者の院外処方箋の

発行の際には、マル長である旨の記載（処方せん備考欄への「マル長適用」等の記載又

は欄外にゴム印等で「長」の表示）をすることとした。 

 

※高額長期疾病に係る高額療養費の特例の対象者 
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別 紙

特定疾病併用者の自立支援医療費に係る連名簿の審査方法の例 ≪参考≫

１．受給者台帳より、人工透析患者で特定疾病療養受療制度の対象となっている者（特定疾病併用

者）の受給者番号を抽出する。

２．１で抽出した特定疾病併用者のリストと連名簿の受給者番号を突合して、連名簿のうちの特定

疾病併用者に係る請求を特定する。

３．連名簿の特定疾病併用者に係る請求について、以下のポイントに留意して審査する。

① 自立支援医療費と患者負担額の合計が１万円（2万円）以下となっているか

⇒ 連名簿の「一部負担金（患者負担額）」欄＋「決定金額（自立支援医療費）」≦10,000円（※）

となっているか。 ※70歳未満の上位所得者は20,000円

② 「特記」欄が「02」となっているか(支払基金の連名簿の場合のみ｡国保、後期には「特記」

欄はない)

⇒ 「02」（70歳未満の上位所得者で、特定疾病療養受療の自己負担限度額が20，000円の場合は

「16」）であれば、特定疾病併用者として請求されており、「00」の場合は特定疾病療養受療

の対象ではないものとして請求されているため、決定金額が誤っている可能性が高い。

③ 診療月が特定疾病療養受療証の有効期限内となっているか。

④ 特定疾病療養受療の自己負担限度額が変更になっている者については、特に変更後の診療月

分の請求額が、変更後の自己負担限度額により請求されているか留意する。

自立支援医療の認定・再認定の際に、人工透析患者については、特定疾病療養受療証の

写しを必ず提出させ、受給者台帳等の受給者情報を管理する台帳に、特定疾病療養受療証

の有無、特定疾病療養受療の自己負担限度額が1万円か2万円か、交付日・有効期限等の情

報を記録しておく（所得・年齢により自己負担限度額は変動するので、必ず認定・再認定

の都度受療証の写しを提出させ、記録する）。

事前作業
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例えば、特定疾病併用者(自立支援医療の自己負担上限月額5,000円、特定疾病療養の自己負担限度

額10,000円)である受給者番号1263のＭと受給者番号1511のＷの請求A～Dについて見ると、以下の

ようになる。

〈受給者番号1263 Ｍ〉

A 誤り⇒正しくは、「決定金額」欄が5,000円（一部負担金と合わせて1万円となるはず）

[理由］

① 一部負担金＋決定金額≦1万円となるべきところ、一部負担金(5,000円)＋決定金額(76,256

円)＝81,256円 となっており、特定疾病の自己負担限度額1万円を超えている。

② 特定疾病併用者であるのに、｢特記｣欄が「02」ではなく「00」となっている。

B 誤り⇒正しくは、「決定金額」欄が10,000円（一部負担金と合わせて1万円となるはず）

[理由］

① 一部負担金＋決定金額≦1万円となるべきところ、一部負担金(0円)＋決定金額(13,737円)＝

13,737円となっており、特定疾病の自己負担限度額1万円を超えている。

② 特定疾病併用者であるのに、｢特記｣欄が「02」ではなく「00」となっている。

〈受給者番号1511 Ｗ〉

C 正しい

[理由］

① 一部負担金(5,000円)＋決定金額(5,000円)≦1万円となっている。

② ｢特記｣欄が「02」となっている。

A

B

C

D
Ｗ

Ｗ

Ｍ

Ｍ

② 特記コード
00：該当なし

02：特定疾病 長
16：特定疾病 長2

① 1万円(2万円)以下か

一部負担金＋決定金額≦10,000(20,000)円

決定金額＝
自立支援医療費

1は医科
4は調剤
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D 誤り⇒正しくは、「決定金額」欄が10,000円（一部負担金と合わせて1万円となるはず）

[理由］

① 一部負担金＋決定金額≦1万円となるべきところ、一部負担金(0円)＋決定金額(17,499円)＝

17,499円となっており、特定疾病の自己負担限度額1万円を超えている。

② 特定疾病併用者であるのに、｢特記｣欄が「02」ではなく「00」となっている。

（注１）レセプト単位での確認をする際の参考例である旨、ご留意下さい。

（注２）本参考例は、人工透析患者における社会保険診療報酬支払基金（支部）より提供される連

名簿を例としたものであるので、その他の連名簿等については、本例を参考として確認等を

行うようにして下さい。
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障がい第３７５号  
平成２７年６月１０日  

 
 

各市町村 障害福祉所管課長  様 
 
 

熊本県健康福祉部 
子ども・障がい福祉局障がい者支援課長 

 
 

自立支援医療費受給者証（更生医療）の記載について 
このことについて、「自立支援医療費（更生医療）支給認定実施要綱 第５ 支

給認定 ３更生医療の提供に関する具体的方針は、判定書に基づき、受給者証

裏面に詳細に記入すること。」と定められていますが、免疫機能障害の患者から

障害名等を人目に触れないように改善して欲しいとの要望がありました。 
「免疫機能障害」については、免疫機能障害の患者であることが直接の関係

者以外に分からないように、受給者証の「公費負担対象となる障害」及び「医

療の具体的方針」の欄については当該事項を明記をしないよう御配慮をお願い

します。 
また、医療機関へ通知する決定通知書については、「公費負担対象となる障害」

及び「医療の具体的方法」を記載し、医療機関の更生医療担当職員あてに親展

及び書留で送付をお願いします。 
 
 

【担当】 
総務班 吉田 
℡ 096-333-2250 
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事 務 連 絡 

令和７年 12 月 26 日 

 

 

都道府県 

各   指定都市   障害保健福祉主管部（局）  御中 

中 核 市 

市 町 村 

 

 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部精神・障害保健課 

 

 

自立支援医療の経過的特例に係る支給認定の取扱いについて 

 

 

自立支援医療につきまして、平素より御尽力いただき御礼申し上げます。 

障害者総合支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく自立支援医療の利用者負担に

ついては、所得に応じた負担上限月額を設けるなどの負担軽減措置等を講じているところ

ですが、下記の２点については、障害者自立支援法施行令（平成１８年政令第１０号）に

おいて、令和９年３月３１日までの経過的特例としているところです。 

このことから、当該経過的特例に係る改正後の障害者総合支援法施行令が施行されるま

での間に経過的特例の対象となる方へ支給認定を行う場合は、経過的特例の適用は令和９

年３月３１日までとすることを原則としますが、各自治体の判断により、受給者証に「経

過的特例が延長された場合は令和○年○月○日までとする。」等の記載をすることにより、

経過的特例が延長された場合の受給者証の有効期間の延長を不要とするなどの措置を取っ

ても差し支えないこととします。その際には、各関係機関において混乱及び取扱いに誤り

がないよう、経過的特例及び当該措置に関して趣旨等の周知をお願いします。   

 

記 

 

１ 高額治療継続者（いわゆる「重度かつ継続」）の方については、市町村民税の所得割

の額が２３万５千円以上の世帯に属する方も自立支援医療の対象とし、負担上限月額を

２万円としている経過的特例 

 

２ 育成医療の中間所得層（市町村民税所得割額＜２３万５千円）の方については、負担

上限月額を市町村民税所得割３万３千円未満の世帯は５千円、市町村民税所得割３万３

千円以上２３万５千円未満の世帯は１万円としている経過的特例 

 

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

精神・障害保健課自立支援医療係 

TEL：03－5253－1111（内3057） 

E-mail：jiritsuiryou@mhlw.go.jp 
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障精発 0327 第１号 

令和８年３月 27 日 

 

都道府県 

各  指定都市  障害保健福祉主管部（局）長 殿 

中 核 市 

 

 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 

                       障害保健福祉部精神・障害保健課長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

自立支援医療受給者証への加入医療保険情報の印字の省略について 

 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123

号）に基づく自立支援医療については、「自立支援医療費の支給認定について」（平成 18

年３月３日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）により実施

されているところであるが、令和７年の地方分権改革に関する提案募集において、自立支

援医療受給者証（以下「受給者証」という。）への加入医療保険情報の印字の省略が提案さ

れたところである。 

 当該提案に対する対応としては下記のとおり取り扱うこととして差し支えないので、貴

職におかれては御了知のうえ、貴管内市町村を含め関係者及び関係団体に対する周知方に

ついて配慮願いたい。 

 なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に

基づく技術的助言であることを申し添える。 

 

記 

 

 受給者証を発行する実施主体において、受給者証への「加入医療保険の記号・番号」の

印字を省略しても実務において支障は生じないと判断した場合は、当該印字を省略しても

差し支えない。 

なお、当該印字を省略する場合は、当該欄を空欄にする以外にも、※や斜線を引く等任

意の方法で記載を省略したことがわかるようにするなど、実務に影響がないよう配慮する

ことが望ましい。 
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事 務 連 絡 

令和８年３月 31 日 

 

 

各都道府県、指定都市 

障害保健福祉主管部（局）御中 

 

 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部精神・障害保健課 

 

 

「マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定に係る取扱いについて」の 

一部改正について 

 

 

自立支援医療の事務の実施につきまして、平素より御尽力いただき御礼申し上げます。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

に基づく自立支援医療については、「自立支援医療費の支給認定について」（平成 18 年３

月３日障発0303002厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）を参考に支給認定が行

われているところです。 

被保険者証情報の確認における有効期限が切れた被保険者証の取扱いについて、「マイナ

保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定に係る取扱いについて」（令和６年４月５日事

務連絡）を別添新旧対照表のとおり一部改正し、令和８年３月 31 日から適用することとし

たので、支給認定の適正な実施を図られるようお願いします。 

なお、各都道府県担当者におかれましては、管内市町村担当者に本事務連絡を周知してい

ただくようお願いします。 

 

4-4



○ マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定に係る取扱いについて(令和６年４月５日付け事務連絡) 

 【新旧対照表】 

                                                          （下線部が変更部分） 

改  正  後 現     行 

事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日 

一部改正 令 和 ７ 年 11 月 2 8 日 

一部改正 令 和 ８ 年 ３ 月 3 1 日 

 

 

各都道府県、指定都市 

障害保健福祉主管部（局）御中 

 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 

障害保健福祉部精神・障害保健課 

 

 

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定に係る取扱いについて 

（略） 

記 

 

１・２（略） 

３ 留意事項 

(1) 受診者の属する「世帯」の世帯員が加入する医療保険の確認について 

１及び２の方法と同様に取り扱うこととして差し支えない。 

(2) 有効期限が切れた健康保険証の写しの提出があった場合について 

有効期限が切れた健康保険証については、「健康保険証の有効期限切れ

に伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」（令和７年

６月 27 日厚生労働省保険局医療課・医療介護連携政策課事務連絡）にお

いて健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いが示されたことに伴

い、有効期限が切れた健康保険証の写しの提出があった場合は１及び２の

方法や券面情報を利用する等して、資格確認を行うこと。 

事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日 

一部改正 令 和 ７ 年 11 月 2 8 日 

 

 

 

各都道府県、指定都市 

障害保健福祉主管部（局）御中 

 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 

障害保健福祉部精神・障害保健課 

 

 

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定に係る取扱いについて 

（略） 

記 

 

１・２（略） 

３ 留意事項 

(1) 受診者の属する「世帯」の世帯員が加入する医療保険の確認について 

１および２の方法と同様に取り扱うこととして差し支えない。 

(2) 有効期限が切れた健康保険証の写しの提出があった場合について 

有効期限が切れた健康保険証については、「健康保険証の有効期限切れ

に伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」（令和７年

６月 27 日厚生労働省保険局医療課・医療介護連携政策課事務連絡）にお

いて健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いが示されたことに伴

い、有効期限が切れた健康保険証の写しの提出があった場合は１及び２の

方法や券面情報を利用する等して、資格確認を行うこと。 

（参 考） 
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本取扱いは令和８年７月 31 日までの暫定的な対応とし、それ以降は１

及び２の方法で確認を行うこととする。 

本取扱いは令和８年３月 31 日までの暫定的な対応とし、それ以降は１

及び２の方法で確認を行うこととする。 
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事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日 

一部改正 令和７年 11 月 28 日 

一部改正 令和８年３月 31 日 

 

 

各都道府県、指定都市 

障害保健福祉主管部（局）御中 

 

 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部精神・障害保健課 

 

 

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定に係る取扱いについて 

 

 

自立支援医療の事務の実施につきまして、平素より御尽力いただき御礼申し上げます。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。

以下「法」という。）に基づく自立支援医療については、「自立支援医療費の支給認定につ

いて」（平成18 年３月３日障発0303002 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。

以下「通知」という。）を参考に支給認定が行われているところですが、令和６年12月に予

定されているマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、健康保険証が廃止となるこ

とから、被保険者証情報の確認（以下「資格確認」という。）について、下記のとおり取り

扱うこととしたので、支給認定の適正な実施を図られるようお願いします。 

なお、各都道府県担当者におかれましては、管内市町村担当者に本事務連絡を周知してい

ただくようお願いします。 

記 

 

１ 受給者の資格確認について 

  原則、受給者のマイナンバーを利用し、情報提供ネットワークシステムを通じて資格確

認を行うこと。 

  

２ １による方法を取れない場合の対応について 

  それぞれの自治体の実情に応じて、次の⑴から⑶に掲げる方法にて資格確認を行うこと

としても差し支えない。 

⑴ 受給者がマイナンバーカードの健康保険証利用登録（以下「マイナ保険証」という。）
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をしている場合 

「マイナ保険証」を掲示させるとともに、自身のスマートフォン等の端末によりマイ

ナポータルにアクセスして、医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したも

のを提出してもらうことにより資格確認を行うこと。 

⑵ 受給者が「マイナ保険証」を保有していない場合 

受給者が加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写しを提出し

てもらうことにより資格確認を行うこと。 

⑶ ⑴、⑵による方法で資格確認ができない場合 

受給者が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」等を確認

すること。 

 

３ 留意事項 

⑴ 受診者の属する「世帯」の世帯員が加入する医療保険の確認について 

   １及び２の方法と同様に取り扱うこととして差し支えない。 

⑵ 有効期限が切れた健康保険証の写しの提出があった場合について 

  有効期限が切れた健康保険証については、「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的

な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」（令和７年６月 27 日厚生労働省保険

局医療課・医療介護連携政策課事務連絡）において健康保険証の有効期限切れに伴う暫

定的な取扱いが示されたことに伴い、有効期限が切れた健康保険証の写しの提出があっ

た場合は１及び２の方法や券面情報を利用する等して、資格確認を行うこと。 

  本取扱いは令和８年７月31日までの暫定的な対応とし、それ以降は１及び２の方法

で確認を行うこととする。 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

精神・障害保健課自立支援医療係  

TEL：03－5253－1111（内3057） 

E-mail：jiritsuiryou@mhlw.go.jp 
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